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（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
条
例
は
、
市
が
締
結
す
る
請
負
契
約
に
基
づ
く
業
務
及
び
市
が
指
定
管

理
者
に
行
わ
せ
る
公
の
施
設
の
管
理
業
務
に
お
い
て
、
当
該
業
務
に
従
事
す
る
者
の

適
正
な
労
働
条
件
等
を
確
保
し
、
も
っ
て
労
働
者
等
の
生
活
の
安
定
を
図
り
、
地
域

経
済
及
び
地
域
社
会
の
活
性
化
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
　

一
　
公
契
約
等
　
市
が
締
結
す
る
請
負
契
約
及
び
指
定
管
理
者
（
地
方
自
治
法
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
指

定
管
理
者
を
い
う
。
）
と
締
結
す
る
協
定
（
以
下
「
指
定
管
理
協
定
」
と
い
う
。
）

を
い
う
。

二
　
受
注
者
　
市
と
公
契
約
等
を
締
結
す
る
者
を
い
う
。

三
　
下
請
負
者
　
下
請
、
再
委
託
そ
の
他
い
か
な
る
名
義
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
受

注
者
そ
の
他
の
市
以
外
の
者
か
ら
公
契
約
等
に
係
る
業
務
の
一
部
に
つ
い
て
請
け

負
う
者
を
い
う
。

四
　
受
注
関
係
者
　
次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

イ
　
下
請
負
者

ロ
　
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の

整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
八
十
八
号
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
労
働
者
派
遣
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
受
注
者
又
は
下
請
負
者

に
労
働
者
を
派
遣
す
る
者

五
　
労
働
者
等
　
次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

イ
　
受
注
者
又
は
下
請
負
者
（
同
居
の
親
族
の
み
を
使
用
す
る
者
を
除
く
。
）
に

雇
用
さ
れ
、
公
契
約
等
に
係
る
業
務
に
従
事
す
る
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
九
条
に
規
定
す
る
労
働
者
（
家
事
使
用
人
を
除
く
。
）

ロ
　
労
働
者
派
遣
法
の
規
定
に
よ
り
公
契
約
等
に
係
る
業
務
に
派
遣
さ
れ
る
者

ハ
　
自
ら
が
提
供
す
る
労
務
の
対
価
を
得
る
た
め
、
受
注
者
又
は
下
請
負
者
と
の

請
負
の
契
約
に
よ
り
公
契
約
等
に
係
る
業
務
に
従
事
す
る
者

六
　
賃
金
等
　
公
契
約
等
に
係
る
労
務
の
対
価
で
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

イ
　
前
号
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
者
が
そ
の
雇
用
す
る
者
か
ら
得
る
賃
金

ロ
　
前
号
ハ
に
該
当
す
る
者
が
当
該
請
負
の
契
約
に
よ
り
得
る
収
入

　
（
市
の
責
務
）

第
三
条
　
市
は
、
こ
の
条
例
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
公
契
約
等
に
関
す
る
施
策
を

総
合
的
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

　
（
受
注
者
の
責
務
）

第
四
条
　
受
注
者
は
、
公
契
約
等
を
締
結
し
た
責
任
を
自
覚
し
て
、
誠
実
に
職
務
を
遂

行
す
る
責
務
を
有
し
、
そ
の
業
務
に
従
事
す
る
者
の
適
正
な
労
働
条
件
の
確
保
そ
の

他
の
労
働
環
境
の
整
備
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
適
用
範
囲
）

第
五
条
　
こ
の
条
例
は
、
次
に
掲
げ
る
公
契
約
等
に
適
用
す
る
。

一
　
予
定
価
格
が
五
千
万
円
以
上
の
工
事
又
は
製
造
の
請
負
契
約

二
　
予
定
価
格
が
五
千
万
円
以
上
の
工
事
及
び
製
造
以
外
の
請
負
契
約
の
う
ち
、
市

長
が
別
に
定
め
る
も
の

三
　
指
定
管
理
協
定
の
う
ち
、
市
長
又
は
教
育
委
員
会
（
以
下
「
市
長
等
」
と
い

う
。
）
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
た
も
の

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
適
正
な
賃
金
等
の
水
準
を
確
保
す
る
た
め
、

市
長
が
特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
も
の

　
（
労
働
者
等
の
賃
金
等
）

第
六
条
　
市
長
等
は
、
公
契
約
等
に
お
い
て
、
受
注
者
及
び
受
注
関
係
者
が
、
労
働
者

等
（
最
低
賃
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
七
条
に
規
定
す
る
者

を
除
く
。
）
に
対
し
、
市
長
が
定
め
る
額
（
以
下
「
労
務
報
酬
下
限
額
」
と
い
う
。
）

以
上
の
額
の
賃
金
等
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２
　
労
務
報
酬
下
限
額
に
は
、
工
事
又
は
製
造
以
外
の
請
負
契
約
に
お
け
る
最
低
賃
金

　
法
第
四
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
賃
金
は
、
算
入
し
な
い
。

３
　
賃
金
等
が
時
間
以
外
の
期
間
又
は
出
来
高
払
制
そ
の
他
の
請
負
制
に
よ
っ
て
定
め

ら
れ
て
い
る
者
の
労
務
報
酬
下
限
額
は
、
最
低
賃
金
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年

労
働
省
令
第
十
六
号
）
第
二
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

　
（
労
務
報
酬
下
限
額
）

第
七
条
　
市
長
は
、
労
務
報
酬
下
限
額
を
定
め
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
労
働

者
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
す
る
も
の
と

す
る
。

一
　
工
事
又
は
製
造
の
請
負
契
約
に
係
る
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
等
の
う
ち
、
市

長
が
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
川
越
市
公
契
約
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
た
上
で

定
め
る
割
合
の
人
数
の
者
　
農
林
水
産
省
及
び
国
土
交
通
省
が
公
共
工
事
の
積
算

に
用
い
る
た
め
、
毎
年
度
決
定
す
る
公
共
工
事
設
計
労
務
単
価

二
　
前
号
以
外
の
労
働
者
等
　
業
務
の
種
類
及
び
内
容
に
応
じ
て
、
当
該
業
務
の
標

準
的
な
賃
金
と
認
め
ら
れ
る
額
（
市
長
が
別
に
定
め
る
期
日
ま
で
の
間
に
お
い
て

は
、
生
活
保
護
水
準
（
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第

八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
お
い
て
市
に
適
用
さ

れ
る
額
）
を
下
回
ら
な
い
額
）

２
　
市
長
は
、
労
務
報
酬
下
限
額
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
九
条
第
一
項
に
規

定
す
る
川
越
市
公
契
約
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
市
長
は
、
労
務
報
酬
下
限
額
を
定
め
た
と
き
は
、
こ
れ
を
告
示
す
る
。

　
（
公
契
約
等
の
規
定
事
項
）

第
八
条
　
請
負
契
約
に
あ
っ
て
は
市
長
及
び
受
注
者
が
相
互
に
対
等
平
等
な
関
係
に
あ

る
こ
と
を
、
指
定
管
理
協
定
に
あ
っ
て
は
市
長
等
及
び
受
注
者
が
共
同
し
て
公
の
施

設
の
管
理
の
責
任
を
負
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
両
者
が
協
力
、
共
同
し
て
第
一
条

の
目
的
を
実
現
し
、
第
三
条
及
び
第
四
条
に
規
定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
責
務
を
果
た
す

た
め
、
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
公
契
約
等
に
お
い
て
別
表
に
規

定
す
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

　
（
川
越
市
公
契
約
審
議
会
）

第
九
条
　
市
長
の
諮
問
に
応
じ
、
公
契
約
等
の
適
正
な
執
行
に
必
要
な
重
要
事
項
を
調

査
審
議
す
る
た
め
、
川
越
市
公
契
約
審
議
会
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
審
議
会
」

と
い
う
。
）
を
置
く
。

２
　
審
議
会
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
に
関
し
、
市
長
等
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が

で
き
る
。

３
　
審
議
会
は
、
委
員
五
人
以
内
で
組
織
し
、
事
業
者
、
労
働
者
及
び
学
識
経
験
者
の

う
ち
か
ら
市
長
が
委
嘱
す
る
。

４
　
委
員
の
任
期
は
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期

は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

５
　
審
議
会
に
、
特
別
の
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
臨
時

委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
臨
時
委
員
は
、
学
識
経
験
者

の
う
ち
か
ら
市
長
が
委
嘱
す
る
。

６
　
臨
時
委
員
は
、
当
該
特
別
の
事
項
に
関
す
る
調
査
審
議
が
終
了
し
た
と
き
は
、
解

嘱
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

７
　
委
員
及
び
臨
時
委
員
は
、
職
務
上
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ

の
職
を
退
い
た
後
も
同
様
と
す
る
。

８
　
前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
議
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
規
則
で
定
め
る
。

　
（
委
任
）

第
十
条
　
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
以
後
に
締
結
す

る
公
契
約
等
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

川
越
市
公
契
約
条
例
（
案
）

別
表
（
第
八
条
関
係
）
は
紙
面
の
都
合
上
、

省
略
し
て
お
り
ま
す
。

※

市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

発
行
　
川
越
市
議
会

編
集
　
川
越
市
議
会
広
報
紙

　
　
　
編
集
委
員
会

電
話
　
０
４
９-

２
２
４-

６
０
６
７
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（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
条
例
は
、
市
が
締
結
す
る
請
負
契
約
に
基
づ
く
業
務
及
び
市
が
指
定
管

理
者
に
行
わ
せ
る
公
の
施
設
の
管
理
業
務
に
お
い
て
、
当
該
業
務
に
従
事
す
る
者
の

適
正
な
労
働
条
件
等
を
確
保
し
、
も
っ
て
労
働
者
等
の
生
活
の
安
定
を
図
り
、
地
域

経
済
及
び
地
域
社
会
の
活
性
化
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
　

一
　
公
契
約
等
　
市
が
締
結
す
る
請
負
契
約
及
び
指
定
管
理
者
（
地
方
自
治
法
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
指

定
管
理
者
を
い
う
。
）
と
締
結
す
る
協
定
（
以
下
「
指
定
管
理
協
定
」
と
い
う
。
）

を
い
う
。

二
　
受
注
者
　
市
と
公
契
約
等
を
締
結
す
る
者
を
い
う
。

三
　
下
請
負
者
　
下
請
、
再
委
託
そ
の
他
い
か
な
る
名
義
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
受

注
者
そ
の
他
の
市
以
外
の
者
か
ら
公
契
約
等
に
係
る
業
務
の
一
部
に
つ
い
て
請
け

負
う
者
を
い
う
。

四
　
受
注
関
係
者
　
次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

イ
　
下
請
負
者

ロ
　
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の

整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
八
十
八
号
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
労
働
者
派
遣
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
受
注
者
又
は
下
請
負
者

に
労
働
者
を
派
遣
す
る
者

五
　
労
働
者
等
　
次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

イ
　
受
注
者
又
は
下
請
負
者
（
同
居
の
親
族
の
み
を
使
用
す
る
者
を
除
く
。
）
に

雇
用
さ
れ
、
公
契
約
等
に
係
る
業
務
に
従
事
す
る
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
九
条
に
規
定
す
る
労
働
者
（
家
事
使
用
人
を
除
く
。
）

ロ
　
労
働
者
派
遣
法
の
規
定
に
よ
り
公
契
約
等
に
係
る
業
務
に
派
遣
さ
れ
る
者

ハ
　
自
ら
が
提
供
す
る
労
務
の
対
価
を
得
る
た
め
、
受
注
者
又
は
下
請
負
者
と
の

請
負
の
契
約
に
よ
り
公
契
約
等
に
係
る
業
務
に
従
事
す
る
者

六
　
賃
金
等
　
公
契
約
等
に
係
る
労
務
の
対
価
で
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

イ
　
前
号
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
者
が
そ
の
雇
用
す
る
者
か
ら
得
る
賃
金

ロ
　
前
号
ハ
に
該
当
す
る
者
が
当
該
請
負
の
契
約
に
よ
り
得
る
収
入

　
（
市
の
責
務
）

第
三
条
　
市
は
、
こ
の
条
例
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
公
契
約
等
に
関
す
る
施
策
を

総
合
的
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

　
（
受
注
者
の
責
務
）

第
四
条
　
受
注
者
は
、
公
契
約
等
を
締
結
し
た
責
任
を
自
覚
し
て
、
誠
実
に
職
務
を
遂

行
す
る
責
務
を
有
し
、
そ
の
業
務
に
従
事
す
る
者
の
適
正
な
労
働
条
件
の
確
保
そ
の

他
の
労
働
環
境
の
整
備
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
適
用
範
囲
）

第
五
条
　
こ
の
条
例
は
、
次
に
掲
げ
る
公
契
約
等
に
適
用
す
る
。

一
　
予
定
価
格
が
五
千
万
円
以
上
の
工
事
又
は
製
造
の
請
負
契
約

二
　
予
定
価
格
が
五
千
万
円
以
上
の
工
事
及
び
製
造
以
外
の
請
負
契
約
の
う
ち
、
市

長
が
別
に
定
め
る
も
の

三
　
指
定
管
理
協
定
の
う
ち
、
市
長
又
は
教
育
委
員
会
（
以
下
「
市
長
等
」
と
い

う
。
）
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
た
も
の

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
適
正
な
賃
金
等
の
水
準
を
確
保
す
る
た
め
、

市
長
が
特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
も
の

　
（
労
働
者
等
の
賃
金
等
）

第
六
条
　
市
長
等
は
、
公
契
約
等
に
お
い
て
、
受
注
者
及
び
受
注
関
係
者
が
、
労
働
者

等
（
最
低
賃
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
七
条
に
規
定
す
る
者

を
除
く
。
）
に
対
し
、
市
長
が
定
め
る
額
（
以
下
「
労
務
報
酬
下
限
額
」
と
い
う
。
）

以
上
の
額
の
賃
金
等
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２
　
労
務
報
酬
下
限
額
に
は
、
工
事
又
は
製
造
以
外
の
請
負
契
約
に
お
け
る
最
低
賃
金

　
法
第
四
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
賃
金
は
、
算
入
し
な
い
。

３
　
賃
金
等
が
時
間
以
外
の
期
間
又
は
出
来
高
払
制
そ
の
他
の
請
負
制
に
よ
っ
て
定
め

ら
れ
て
い
る
者
の
労
務
報
酬
下
限
額
は
、
最
低
賃
金
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年

労
働
省
令
第
十
六
号
）
第
二
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

　
（
労
務
報
酬
下
限
額
）

第
七
条
　
市
長
は
、
労
務
報
酬
下
限
額
を
定
め
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
労
働

者
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
す
る
も
の
と

す
る
。

一
　
工
事
又
は
製
造
の
請
負
契
約
に
係
る
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
等
の
う
ち
、
市

長
が
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
川
越
市
公
契
約
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
た
上
で

定
め
る
割
合
の
人
数
の
者
　
農
林
水
産
省
及
び
国
土
交
通
省
が
公
共
工
事
の
積
算

に
用
い
る
た
め
、
毎
年
度
決
定
す
る
公
共
工
事
設
計
労
務
単
価

二
　
前
号
以
外
の
労
働
者
等
　
業
務
の
種
類
及
び
内
容
に
応
じ
て
、
当
該
業
務
の
標

準
的
な
賃
金
と
認
め
ら
れ
る
額
（
市
長
が
別
に
定
め
る
期
日
ま
で
の
間
に
お
い
て

は
、
生
活
保
護
水
準
（
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第

八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
お
い
て
市
に
適
用
さ

れ
る
額
）
を
下
回
ら
な
い
額
）

２
　
市
長
は
、
労
務
報
酬
下
限
額
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
九
条
第
一
項
に
規

定
す
る
川
越
市
公
契
約
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
市
長
は
、
労
務
報
酬
下
限
額
を
定
め
た
と
き
は
、
こ
れ
を
告
示
す
る
。

　
（
公
契
約
等
の
規
定
事
項
）

第
八
条
　
請
負
契
約
に
あ
っ
て
は
市
長
及
び
受
注
者
が
相
互
に
対
等
平
等
な
関
係
に
あ

る
こ
と
を
、
指
定
管
理
協
定
に
あ
っ
て
は
市
長
等
及
び
受
注
者
が
共
同
し
て
公
の
施

設
の
管
理
の
責
任
を
負
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
両
者
が
協
力
、
共
同
し
て
第
一
条

の
目
的
を
実
現
し
、
第
三
条
及
び
第
四
条
に
規
定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
責
務
を
果
た
す

た
め
、
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
公
契
約
等
に
お
い
て
別
表
に
規

定
す
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

　
（
川
越
市
公
契
約
審
議
会
）

第
九
条
　
市
長
の
諮
問
に
応
じ
、
公
契
約
等
の
適
正
な
執
行
に
必
要
な
重
要
事
項
を
調

査
審
議
す
る
た
め
、
川
越
市
公
契
約
審
議
会
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
審
議
会
」

と
い
う
。
）
を
置
く
。

２
　
審
議
会
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
に
関
し
、
市
長
等
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が

で
き
る
。

３
　
審
議
会
は
、
委
員
五
人
以
内
で
組
織
し
、
事
業
者
、
労
働
者
及
び
学
識
経
験
者
の

う
ち
か
ら
市
長
が
委
嘱
す
る
。

４
　
委
員
の
任
期
は
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期

は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

５
　
審
議
会
に
、
特
別
の
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
臨
時

委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
臨
時
委
員
は
、
学
識
経
験
者

の
う
ち
か
ら
市
長
が
委
嘱
す
る
。

６
　
臨
時
委
員
は
、
当
該
特
別
の
事
項
に
関
す
る
調
査
審
議
が
終
了
し
た
と
き
は
、
解

嘱
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

７
　
委
員
及
び
臨
時
委
員
は
、
職
務
上
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ

の
職
を
退
い
た
後
も
同
様
と
す
る
。

８
　
前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
議
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
規
則
で
定
め
る
。

　
（
委
任
）

第
十
条
　
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
以
後
に
締
結
す

る
公
契
約
等
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

川
越
市
公
契
約
条
例
（
案
）

別
表
（
第
八
条
関
係
）
は
紙
面
の
都
合
上
、

省
略
し
て
お
り
ま
す
。

※

市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
閲
覧
で
き
ま
す
。
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